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  町議会に請願される方のために 

                       島本町議会 
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 国や府・町などに対して希望を述べたり、要望するために請願が認めら

れています。 

 町議会に請願される方は次の要領で提出して下さい。 

 

 【請願のしかた】 

 請願は、文書で下記の様式に準じて邦文で作成して下さい。 

   〈表紙〉              〈内容〉 

 

 

 

   〇〇〇〇に関する請願書 

 

      紹介議員 

         〇〇〇〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇〇〇〇に関する請願 

 請願の要旨、理由 

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

  地方自治法第124条の規定により 

 上記の請願書を提出します。 

  平成 年 月 日 

   請願者  住 所 

   (代表)  氏 名    印 

           (ほか  人) 

 島本町議会議長    殿 

 用紙はＡ４判の大きさ・左横書き 

 

 【請願書の書き方】 

１．件   名             簡潔、明瞭な件名にして下さい。 

２．紹 介 議 員             請願には紹介議員の署名または記名押印が必要です。 

紹介議員を得られなかったときは、陳情書として下さい。 



３．要旨、理由  わかりやすく書いて下さい。 

４. 内 容             できるだけ島本町に権限のある事項にして下さい。 

また、道路など場所に関するものについては、案内図や

略図を参考につけて下さい。 

５．提 出             提出年月日、請願者の住所・氏名（法人の場合は、そ 

の所在地、名称及び代表者氏名）を書いて、押印して下

さい。連名のときは、ほか何人として署名簿を添付して

下さい。あて名を島本町議会議長として、議会事務局へ

ご提出下さい。請願はいつでも受付けますが、その審査

は議会の会期が始まってから行います。 

 

 【請願書の取扱い】 

 請願書は、議長が受理した後、町議会において次のとおり審査します。 

 

請願書の提出  

     ↓      委  

議長が受理する   員   担当常任（特別）委員会で審査する  

     ↓      会        ↓ 

            に   

 議会で審査する  付                          

       託 

   付託                ↓ 

   省略                  本会議へ報告する  

   

     本会議で審査する 

 

     ↓ 

本会議で採択または不採択を決定する  → 

 

     ↓ 

採択された請願は適当な執行機関に送付する 

 

 〔お問い合わせ〕 

 請願されるときは、事前に議会事務局へ、手続き、議会の開会時期など

についてお問い合わせ下さい。 

 

   島本町議会事務局（島本町桜井二丁目１番１号 役場３階） 

 

委員会で採択すべきか不採択とす

べきかを決定する 

この結果は請願者（代表） 

にお知らせします 


